
 

 

            

 

 

件 名 小中学校の臨時休校の延長等について 

（内 容） 

このことについて、次のとおり報告します。 

 

１ 小中学校休校の延長について 

・休校延長期間  ４月２７日(月)から５月８日(金)まで 

・周 知 方 法   学校安全メールにて、学校ホームページ閲覧の連絡 

上記以外、電話等で連絡 

 

２ 休校延長期間における自主登校について 

・現状の臨時休校の対応に同じ 

 

３ 部活動とスポーツ少年団、学校開放等について 

・活動中止  ４月２７日(月)から５月１０日(日)まで 

 

４ 履修不足の対応について 

・今後の臨時休校の実施状況を考慮して検討 

 

５ 教職員の在宅勤務について 

 ・期 間  ４月２２日（水）から５月８日（金）まで 

 ・内 容  概ね１／２をローテーション、在宅で教材研究を実施 

 ・その他  在宅勤務計画書・実績報告書により勤務管理 

 

※ なお、新型コロナウイルス感染症の状況の変化により、今後、今回の内容を変更す

ることがありますので、ご了承ください。 
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